
 

 
 

令和２年３月 19 日 

静岡県環境放射能測定技術会 

Ⅷ 浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画等の改正 

 

１ 趣旨 

  平成 30 年４月、原子力規制庁は、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故（以下

「東電事故」という。）の経験や最新の知見等から、「平常時モニタリングについて

（原子力災害対策指針補足参考資料）（以下「指針補足参考資料」という。）」を作

成し、平常時モニタリングの実施方法等の考え方を示した。 

  これを踏まえ、本県では、昨年３月に、測定計画等の見直し方針を示した「浜岡

原子力発電所周辺環境放射能測定計画改正方針」を作成した。（資料(1)） 

この方針に従い、令和２年度以降の測定について、具体的な実施内容等を定める

ため、測定計画、測定法及び評価方法を改正する。 

 

２ 文書の構成 

  年度ごとに作成していた「評価方法」については、実質的な改正頻度は少ないた

め、「測定法」と併合し、変更が生じた都度の改正とするように改めた。 

【従来】 

  ○ 浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画（年度ごとに作成） 

  ○ 環境放射能測定法 

  ○ 環境放射能調査結果の評価方法（年度ごとに作成） 

      ※ 別表として「平常の変動幅」を添付 

【見直し後】 

  ○ 浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画（年度ごとに作成）（資料(2)） 

  ○ 浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定に係る測定法及び評価方法（資料(3)） 

    ○ 「平常の変動幅」の一覧（評価方法から分離 年度ごとに作成） 

 

３ 改正の主なポイント 

 (1) 測定計画 

ア 目的ごとの実施内容の明確化 

従来から測定全体についての目的は示していたが、目的ごとの実施内容等が

明確でなかったため、これを明確にした。 

（資料(2) P3～4、資料(4) P3） 
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イ 積算線量の測定の見直し 

    積算線量の測定結果については、これまで、住民等の被ばく線量の推定及び

評価を行うために用いてきた。今後は、より実効的な評価計算が可能となるよ

う、線量率による評価法に改めることとし、積算線量については線量率を用い

た評価を行う上での参考として、測定地点数を減らして継続する。※ 

※ 積算線量測定地点数 57 → 12 

（資料(2) P5、資料(5) P1、補足資料(1)） 

ウ 農畜産物及び海産生物の放射能測定の見直し 

農畜産物等の放射能測定については、従来から地域の代表性（生産量や漁獲

量など）、採取継続性、地域からの要望等に加え、人の被ばく線量を推定及び評

価する上での重要性などを考慮して試料を選定してきた。今後もこの考えを踏

襲しつつ、最近の生産状況等や緊急事態への備えという観点から必要な見直し

を行った。※ 

   ※ 御前崎市のみかんの廃止及び白ねぎの追加、むらさきいがいの廃止など 

（資料(2) P6～7、資料(5) P2～3） 

エ 陸水及び土壌の放射能測定の見直し 

陸水及び土壌については、緊急時モニタリングで必要な測定の１つであるた

め、緊急事態への備えとして、バックグラウンドの把握を目的とした測定を追

加した。※ 

   ※ 飲料水：Sr-90 の測定の追加 

      土 壌：5地点追加し、γ線放射性核種、Sr-90 及び Pu-238,Pu-239+240 の測定を実施 

（資料(2) P6、資料(5) P2） 

 

 (2) 測定法 

ア 測定方法等の追加 

    実施内容の見直しにより、新たに追加した測定について、測定方法、試料の

採取方法等を追加した。※ 

   ※ Pu-238,Pu-239+240 及び放水口モニタの測定方法、新規試料の採取方法等を追加 

（資料(3) P6～8、資料(6) P7,9） 

イ 測定目標値の設定 

現在のモニタリングの技術的水準を踏まえ、平常時モニタリングの目的を実

現するため、最低限測定することが必要な検出下限値を「測定目標値」として

設定した。 

（資料(3) P10～12、資料(6) P11～13） 
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 (3) 評価方法 

ア 平常の変動幅の設定方法の見直し 

最近の測定状況や東電事故前の経年変化の状況などから、より実効的な評価

につながるよう、平常の変動幅の設定方法を見直した。※ 

※ 空間放射線量率等：東電事故前 10年間の測定値 → 過去５年間の測定値 

環境試料中放射能：東電事故前 10年間の測定値 → 東電事故前５年間の測定値 

（資料(3) P15、資料(7) P2、補足資料(2),(3)） 

  イ 評価手順の見直し 

    原子力規制庁が作成した指針補足参考資料を参考に、測定値が平常の変動幅

を上回った場合の評価手順等を以下のとおり見直した。  発電所からの影響の有無の調査 

【見直し前】発電所以外の原因調査の結果から説明 

【見直し後】発電所内のモニタ等から発電所からの影響の有無を判断  発電所からの影響があった場合の対応について明記した。（監視の強化・測

定の拡充）  外部被ばく線量を推定及び評価するための測定を積算線量から線量率に改

めた。  公衆の被ばく線量限度 1mSv を十分下回っていることを示すための比較対

照を年 50μSv とした。 

（資料(3) P13～18、資料(7)） 

 

 

 

【添付資料】 

資料(1) 浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画改正方針 

資料(2)  令和２年度浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画 

資料(3)  浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定に係る測定法及び評価方法 

資料(4)  測定計画（本文）新旧対照表 

資料(5)  実施計画新旧対照表 

資料(6)  測定法新旧対照表 

資料(7)  評価方法新旧対照表 

補足資料(1)  積算線量測定地点見直し 

補足資料(2)  空間放射線量率の平常の変動幅 

補足資料(3)  環境試料中の放射能の平常の変動幅 
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浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画改正方針 

 

平成 31 年３月 13 日  

静岡県環境放射能測定技術会  

 

 

平成 30 年４月に原子力規制庁が策定した「平常時モニタリングについて（原子力

災害対策指針補足参考資料）」（以下「指針補足参考資料」という。）を参考に、過去

の実績及び経験や浜岡原子力発電所周辺地域における事情等を考慮し、下記の方針に

より、平成 32 年度以降に実施する環境放射能測定の計画を改正することとする。（２

の(6)に記載しているものを除く。） 

 

 

１ モニタリングの目的 

現計画は旧原子力安全委員会が策定した「環境放射線モニタリング指針」（以下

「旧指針」という。）を参考に作成してきたもので、モニタリングの目的について

も当該指針の記載内容を引用してきた。 

指針補足参考資料に記載されたモニタリングの目的は、次に掲げるとおりである。 

これらは旧指針を踏襲したものであることから、これに倣うこととし、表１のと

おり、各目的に対し実施範囲と必要となる測定を明確化した。 

 

  

 

 

 

 

 

２ 測定項目ごとの方針 

  下記のとおり測定項目ごとの方針を示すこととする。 

  現計画と改正方針の比較は表２のとおり。 

(1) 空間放射線量率の測定【目的①③④】 

指針補足参考資料では、施設から予期しない放射性物質又は放射線の放出の早

【目的】 

  ① 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価 

  ② 環境における放射性物質の蓄積状況の把握 

  ③ 原子炉施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及

び周辺環境への影響評価 

  ④ 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え 

資料(1) Ⅷ 資料(1) 
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期検出を目的に５km 圏内で空間放射線量率の測定を求めている。 

また、施設寄与による周辺住民等の外部被ばく線量の推定及び評価を目的に

10km 圏内での測定を求めている。 

現在、空間放射線量率の測定のため、５km 圏内 11 箇所、５～10km 圏内３箇所

にモニタリングステーションが配置され、テレメータシステムにより連続でデー

タを収集している。 

   ５km 圏内のモニタリングステーションは、各方位ほぼ均一に位置している。ま

た、５～10km 圏内は陸域となっている区域を広くカバーするとともに、掛川市及

び菊川市内の２箇所については、緊急時における防護措置実施の判断に活用する

役割を持つ。 

これら 14 箇所のモニタリングステーションは、前述の目的を達成する上で必要

であること、加えて、４市安全協定上、平常時から発電所周辺の各自治体におけ

る環境の安全を確認する上でも不可欠であることから、引き続き現在の測定を継

続していくものとする。 

   なお、測定結果の評価については、現在、１時間平均値及び３ヶ月間平均値で

行っているが、今後は前述の２つの目的それぞれに対応するため、10 分間平均値

と１時間平均値を採用し、３ヶ月間平均値は廃止することとする。 

(2) 積算線量の測定 

指針補足参考資料では、施設周辺住民等の外部被ばく線量の推定及び評価には、

空間放射線量率の測定結果を用いるとされ、積算線量については、最低限実施が

必要な測定には挙げられていない。 

これまで、施設周辺住民等の外部被ばく線量の推定及び評価を行う際、積算線

量の測定結果を用いてきたが、今後は短期的な影響でも評価可能なよう、空間放

射線量率により施設影響があった期間を対象に算出するものとする。 

積算線量の測定については、商用電源が不要である上、施設影響が中長期にわ

たる場合に参考になるものと考えられるが、モニタリングステーションよりも非

常に多くの数（57 地点）を実施しているため、地点数や配置の考えを整理した上

で再計画することとする。（補足参考測定）なお、このことに関わらず、今後も他

の立地道府県の動向などを踏まえつつ、継続的実施の要否について適時判断を行

うものとする。 
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(3) 環境試料中の放射性物質の濃度の測定 

ア 大気浮遊じん【目的①③④】 

指針補足参考資料では、施設から予期しない放射性物質又は放射線の放出の

早期検出を目的に５km 圏内で大気中放射性物質濃度の測定を求めている。 

また、施設寄与による周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価を目的に 10km

圏内での測定を求めている。この 10km 圏内での測定では、施設寄与があったと

判断した場合、放射性ヨウ素を連続採取可能なヨウ素サンプラの設置も求めて

いる。 

現在、モニタリングステーション５箇所にダストモニタを設置し、大気浮遊

じん（全α・全β放射能）を連続で測定するとともに、集塵したろ紙を回収し、

γ線放出核種を測定している。 

しかし、現行の連続測定法では、ラドン・トロンの崩壊生成物の影響を除去

できていないため、放射性物質放出の早期検出が困難な場合がある。 

このため、今後、機器更新等の機会をとらえ、人工放射性核種の影響を適切

に判断可能な測定法を導入することとする。併せて、ダストモニタの設置地点

（現在は卓越風（西風）の風下側３箇所、風上側２箇所に設置している。）やヨ

ウ素サンプラの新規導入についても検討する。 

 なお、大気浮遊じんの測定は、指針補足参考資料の記載に合わせ、「大気中の

放射性物質の濃度の測定」という項目立てとする。 

イ 陸水（飲用）【目的④】 

    指針補足参考資料では、緊急事態への備えを目的に、陸水（飲用）中の放射

性物質濃度（γ線放出核種、Sr-90 及び H-3）の測定を求めている。 

    現計画では、御前崎市内で上水、河川水及び井水の採取を行っているが、飲

用でないものが含まれていることや緊急時モニタリングの測定候補地点（UPZ

内等の水道施設）が含まれていないことから、これを見直すことする。併せて、

現在実施していない Sr-90 については、新たに測定体制を構築し、準備が整い

次第、計画していくこととする。 

ウ 土壌【目的②④】 

    指針補足参考資料では、放射性物質の蓄積状況の把握と緊急事態への備えを

目的に、土壌中の放射性物質濃度（γ線放出核種、Sr-90、Pu-238 及び 

Pu-239+240）※の測定を求めている。 
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    現計画では、御前崎市及び牧之原市内の３地点で土壌を採取しているが、い

ずれも農地であることや緊急時モニタリングの測定候補地点（空間放射線量率

測定地点等）が含まれていないことから、これを見直すこととする。併せて、

現在実施していない Sr-90 、Pu-238 及び Pu-239+240 については、新たに測定

体制を構築し、準備が整い次第、計画していくこととする。 

なお、緊急事態への備えを目的とした測定の頻度は、５年程度の周期を基本

に、測定能力を勘案し決定することとする。（Pu-238 及び Pu-239+240 について

は、最初の１回のみとする。） 

    ※ 放射性物質の蓄積状況の把握を目的とした測定については、γ線放出核種のみ。 

エ 農畜産物・海産生物【目的①④】 

    指針補足参考資料では、施設周辺住民等の内部被ばく線量の推定及び評価の

ため、環境試料中の放射性物質濃度の測定を行うこととされており、対象試料

として、食品摂取モデルとされている５つのカテゴリー（葉菜、牛乳、魚、無

脊椎動物及び海藻類）のほか、穀類、陸水等を挙げている。 

    本県は、地域を代表する生産物が多種多様にあるという特徴から、生産高又

は漁獲高のほか、地域の要望等を考慮するとともに、年間を通じ環境の安全を

確認するため、時期的な偏りがないよう試料採取を計画してきた。このことは、

地域とも合意の上、実施してきたものである。 

    東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故（以下「東電事故」という。）

では、健康への影響は心配ないレベルであったものの、放射性物質の広がりは

県内広範囲に及び、通常では見られない測定値が観測されるなど、生産者や住

民等への不安が大きく広がった。このため、安全を広報する上では、被ばく線

量の推定及び評価が不可欠であった。 

    農産物等はその種類によって採取時期が異なるため、本県では事故による環

境への影響を経時的に適切に評価する上で、上記のカテゴリーに該当するもの

だけでなく、時期に応じ評価可能なものを選定し、個別又は総合的に線量を推

定し、住民等に対し安全情報を提供してきた。（参考１、２） 

    このように、緊急事態等に備え、年間を通じ、周辺環境への影響を評価可能

なよう準備しておくことが必要であり、それが可能な現計画の継続を基本とし、

必要に応じて現在の生産状況等を考慮の上、計画することとする。 

オ 海底土【目的②④】・海水【目的④】 

    指針補足参考資料では、放射性物質の蓄積状況の把握を目的に、海底土中の

放射性物質濃度（γ線放出核種）の測定を求めている。また、緊急事態への備
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えを目的に、海水中の放射性物質濃度（H-3）の測定を求めている。 

    現計画では、施設前面海域内 10 地点において海底土（γ線放出核種）及び

海水（γ線放出核種及び H-3）の測定を実施している。測定地点は、放水口や

河川、漁場等の位置のほか、土性、海岸線の形状なども考慮し設定したもので

あり、東電事故では、地点間で放射性物質の蓄積傾向や経年変化に違いが見ら

れた。このことから、上記の目的を達成する上で現計画を継続することが妥当

であると考えられる。 

    なお、指針補足参考資料では、海水中のγ線放出核種の測定については、最

低限実施が必要なものとしていないが、放出された放射性物質の海産生物への

影響度を判断する上で参考になるものと考えられる。また、海水の前処理法は、

他の試料とは異なる技能や設備が必要であり、技術水準を維持するため、現計

画の測定を継続することとする。 

カ 海岸砂 

    海岸砂の放射能測定については、昭和 56 年に敦賀発電所（福井県）の一般

排水路において高濃度の Co-60 が検出されたことを契機に、本県においては同

年から放水口付近の海岸砂を採取し測定を行うこととしたものである。 

    海岸砂については、平常時モニタリングの目的のいずれにも該当しない上、

今後、(4)に記載のとおり、排水を直接監視できる放水口モニタの測定を計画

に組み入れるため、海岸砂の測定については廃止する。 

(4) 排水中の放射性物質の濃度の測定【目的③④】 

   指針補足参考資料では、施設から予期しない放射性物質又は放射線の放出の早

期検出を目的に、新たに排水中の放射性物質濃度の測定が求められることとなっ

た。 

   現在、施設敷地内には放水口モニタが設置されており、当該データについては、

県のテレメータシステムで収集していることや本技術会において中部電力から

報告を受けているところである。このような体制は、平成 16 年度から開始され

たものであるが、当該データは他の測定の評価を行うための補助的なものとされ、

技術会が取りまとめる調査結果書では参考として掲載してきた。 

今後は、指針補足参考資料に従い、平常時モニタリングの実施事項として位置

づけ、本技術会の測定計画に組み入れることとする。 
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(5) 補足参考測定 

   指針補足参考資料では、最低限実施が必要な測定には挙げられていないが、現

に測定を行っており、平常時モニタリングの目的を達成する上で参考となるもの

や施設影響を判断する上で参考となるもの、環境中の経時変化を把握する上で有

効なもの、又は測定技術の維持が必要と考えられるものとして、次に掲げるもの

については、測定を継続することとする。 

なお、測定結果は他の測定を評価する際の参考として取扱うこととする。 

  【補足参考測定】 

○ 積算線量（再掲） 

○ 大気中水分／トリチウム 

○ 降下物／γ線放出核種 

○ 指標生物（松葉）／γ線放出核種 

○ 海水／γ線放出核種（再掲） 

 (6) 対照地点 

現計画では、対照地点として施設の影響が想定されない地点においても比較対

照を行うための測定を行っている。 

４に記載のとおり、今後施設影響の判断には施設内のエリアモニタリング設備

等の測定結果などを用いることとするため、対照地点については廃止する。 

なお、対照地点の廃止は、下記のとおり測定計画全体の改正に先行し実施する

こととする。 

    （注）県は国から委託された環境放射能水準調査事業により 30km 以遠の測定を実施している。 

  【対照地点】 

○ 平成 31 年３月以降の測定を廃止 

      大気中水分／トリチウム（静岡市 月１回） 

       ※ 設置場所（静岡県環境衛生科学研究所）の移転計画による。 

○ 平成 31 年度以降の測定を廃止 

積算線量（下田市、沼津市、静岡市及び浜松市 年４回） 

松葉／γ線放出核種（浜松市 年４回） 
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３ 測定法 

  測定計画の改正により、新たに追加となる項目等の測定法については、本技術会

で決定する。 

  また、大気中及び環境試料中の放射性物質の濃度の測定については、測定目標値

を設定することとする。 

  ※ 「測定目標値」とは、現在のモニタリングの技術的水準を踏まえ、平常時モニタリングの目

的を実現するため最低限測定することが必要とされる検出下限値のことをいう。 

 

４ 測定結果の評価 

  測定値が平常の変動幅の上限を超過した場合には、事業者から施設情報を収集す

るとともに、施設内のエリアモニタリング設備等の測定結果や施設以外の要因（自

然放射性核種の変動等）を確認することにより、施設寄与の有無を調査する。調査

の結果、施設寄与があったと判断した場合（施設寄与の可能性を否定できないと判

断した場合を含む。）には、測定結果から施設寄与分の被ばく線量を推定し、評価

を行うこととする。 

  被ばく線量の評価については、公衆の被ばく線量限度である年 1mSv を十分に下

回っていることを確認するため、年 50μSv※をその判断指標とし、推定した被ばく

線量と比較対照を行うこととする。 

  なお、評価の手順等については、測定計画の改正に合わせ、具体的に定めるもの

とする。 

  ※ 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和 50 年５月 13 日原子力委

員会決定）において、発電用原子炉施設が通常運転時に環境に放出する放射性物質によって施

設周辺の公衆の受ける線量目標値は、実効線量で年間 50μSv とされている。 

 

５ 異常事態における対応 

  常時監視している空間放射線量率等の測定値が上昇し、事業者から施設内で異常

等があった旨の通報を受けた場合や空間放射線量率のスペクトル解析において異

常を検知した場合、その他これらに類する事象が発生した場合には、その原因を調

査するとともに、測定・監視の強化・拡充、必要に応じ、周辺住民等の被ばく線量

の推定及び評価を行うこととする。 

  なお、上記の事象が発生した場合の対応等について、測定計画の改正に合わせ、

具体的に定めるものとする。 
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６ その他 

  測定を適切に実施する上で必要な事項であって、本書に記載がないものについて

は、必要に応じ、測定機関（環境放射線監視センター及び中部電力浜岡原子力発電

所）から説明を受けるものとする。 
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令和２年度浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画 

 

令和２年３月19日  

静岡県環境放射能測定技術会  

 

 

浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定書第４条第１項の測定計画を次のとおり

定める。 

 

１ 目的 

  浜岡原子力発電所周辺の環境放射能の測定は、次に掲げる目的の下、実施するものと

する。 

 (1) 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価 

   浜岡原子力発電所の周辺住民等の健康と安全を守るため、平常時から、環境におけ

る浜岡原子力発電所起因の放射性物質又は放射線による周辺住民等の被ばく線量を

推定し、評価する。 

 (2) 環境における放射性物質の蓄積状況の把握 

浜岡原子力発電所からの影響の評価に資するため、平常時から、浜岡原子力発電所

の運転により放出された放射性物質の環境における蓄積状況を把握する。 

 (3) 浜岡原子力発電所からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び

周辺環境への影響評価 

   浜岡原子力発電所から敷地外への予期しない放射性物質又は放射線の放出を検出

することにより、浜岡原子力発電所の異常の早期発見に資する。 

   また、浜岡原子力発電所から予期しない放射性物質又は放射線の放出があった場合

に、その影響を的確かつ迅速に評価するため、平常時モニタリングの結果を把握して

おく。 

 (4) 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え 

   緊急事態が発生した場合に、緊急事態におけるモニタリングへの移行に迅速に対応

できるよう、平常時から緊急事態を見据えた環境放射線モニタリングの実施体制を備

えておく。 

 (5) 補足参考測定 

   (1)から(4)までの目的を達成する上で参考となるもの、浜岡原子力発電所からの影

響を判断する上で参考となるもの、環境中の経時変化を把握する上で有効なもの又は

測定技術の維持が必要と考えられるものについては、平常時から測定を行い、その結

果を把握しておく。 

   

２ 対象範囲 

  測定を行う範囲は、陸上については浜岡原子力発電所を中心とした概ね半径 10km の

地域とし、海上については浜岡原子力発電所の前面海域で概ね半径10kmの海域とする。 
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